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再就職を目指す第一歩はハ
ローワークから！

　ポリテクセンター延岡では、
ものづくりの技能・知識を身に
つけるため、導入講習(1カ月)付
きコースの令和4年12月入所生を
募集しています。 
訓練期間　令和4年12月1日㈭～
令和5年6月28日㈬
訓練科　金属加工技術科　 
テクニカルオペレーション科 
福祉住環境リフォーム科　 
電気設備技術科
※CADものづくりサポート科は募
集対象ではありません。
募集人数　いずれも若干名               
募集期間　10月3日㈪~11月8日㈫
受講対象者　公共職業安定所に
求職登録をし、再就職を目指し
ている方
受講料　無料(テキスト代、作業
服代、保険料は別)
　延岡公共職業安定所
　〒882-0872
　延岡市愛宕町2丁目2300番地
　0982-32-5435
※雇用保険受給者の方は、条件
を満たすことで、訓練終了日ま
で期間が延長されます。また、
一定の要件を満たすことで、職
業訓練受講給付金を受給しなが
ら訓練を受けることができます。
詳しくは、延岡公共職業安定所
までお問い合わせください。
訓練については、
　ポリテクセンター延岡
　〒889-0513
　延岡市土々呂町6丁目3028
　0982-37-0649　
https://www3.jeed.go.jp/no
beoka/poly/

屋外広告物のルールを守り安
全で美しい宮崎を

　県では、屋外広告物条例により
必要な規制を行っています。
　屋外広告物が無秩序に氾濫し、
管理もおろそかになると、街並み
や自然景観を損なうだけでなく、
落下等の事故により、人々に危害
を及ぼす恐れがあるため、屋外広
告物を掲出するには、原則として
許可が必要となります。
屋外広告物とは　継続的(常時また
は一定の期間継続)に屋外で多く
の人たちに対して、看板や工作物
等をつかって表示するもの。
※営利目的の商業広告だけでな
く、自分の敷地内に掲出するもの
や絵画・写真だけのものも対象。
許可手続き　掲出する地域や広告
物の種類ごとに設定された面積や
大きさなどの基準を満たす必要が
あります。一定基準内であれば、
規制の適用が除外されるため、許
可が不要となりますが、事前に相
談をするなどし、必ず許可手続き
を行ってください。
　宮崎県西臼杵支庁土木課管理担当
　0982-72-3191
　

町地域職業相談室 ( ハロー
ワーク ) のご利用案内

　地域職業相談室では、「お仕事
探しをしている方」に対し、スタ
ッフが一緒になって、就職活動の
支援を行っております。 　
　西臼杵地区の求人情報はもちろ
んのこと、全国のハローワークで
公開されている求人情報の検索や
紹介の他、お仕事探しに関する相
談全般が受けられます。例えば
「求人内容の確認だけ」といった
相談でも気軽にご利用ください。
また、Ａコープ高千穂店のレジ横
には、相談室利用案内や西臼杵地
区の求人情報紙を設置しています
ので、お買い物の際にお取りくだ
さい。なお、事業者による求人申
込や雇用保険に関する各種届出、
受給手続き、職業訓練の申込み等
の業務は取り扱っておりません。
開庁日　月曜日～金曜日(祝日、
年末年始の休日を除く)
開庁時間　9時30分～ 12時、　
13時～ 17時
　高千穂町役場南側別庁舎1階　
高千穂町地域職業相談室
　0982-73-1257

ⓘ インフォメーション
　問合わせ先　　申込み先

消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）に
ついて
　延岡税務署では、「インボイス制度説明会・登録申請相談会」
を下記のとおり開催します。
開催日時・申込締切日　

開催場所　延岡市大貫町1丁目2915番地　延岡合同庁舎5階会議室
定　　員　いずれの時間帯も15名
●事前予約制での開催となります。定員になり次第、締め切りと
なります。
●参加費用は無料。
●新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としてお
り、今後、急激な感染拡大等によっては、開催を中止する場合が
ありますのであらかじめご了承ください。
●個人事業者の方は、マイナンバーカードおよびスマートフォン
をご持参いただければ、その場でe-Taxによる登録申請ができま
す。なお、その際は、マイナンバーカードの暗証番号等が必要と
なりますので、事前にご確認ください。
　また、マイナンバーカードやスマートフォンをお持ちでない方
も、登録申請手続きについてご案内させていただきますので、お
気軽にご相談ください。　
　延岡税務署法人課税第一部門　　0982-32-3305

10月27日㈭

11月29日㈫

12月20日㈫

10月21日㈮ 17時まで

11月25日㈮ 17時まで

12月16日㈮ 17時まで

10：00~12：00
14：00~16：00

話し合って 100 周年調停制度
　令和4年10月、調停制度は100周
年を迎えます。
調停とは　裁判所がお互いの言い分を
聴いて、話し合いによって問題の解
決を図る手続きです。
調停の特徴　
①手続きが簡単
②費用が安い
③判決と同じ効果がある
④秘密が守られる
<民事調停の例>
　「貸したお金を返してもらいたい」、
「交通事故にあってしまった」、「お隣の
騒音で困っている」など
<家事調停の例>
　「離婚したいが冷静に話し合えない」、
「養育費をもらいたい」、「遺産相続につ
いて家族間でもめている」など
　高千穂簡易裁判所
　0982-72-2017

金
宮崎

この宝くじの収益金は市町村明るいまちづくりや環境対策、
高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。

5

１9 ２

ⓘ インフォメーション
　問合わせ先　　申込み先

宮崎県最低賃金が時間額853円に改定
　宮崎県最低賃金は、10月6日㈭から｢時間額
853円｣に改定されることになりました。
　最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内
で働くすべての労働者に適用されます。
　宮崎労働局労働基準部　賃金室
　0985-38-8836

「裁判所ナビゲーター
                さいたん♪」


